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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のスペクトル帯域幅を有する測定ビームを採用したタイプの部分コヒーレンス干渉
計であって、
　上記測定ビームの試験ビーム部を、試験面に遭遇する経路に沿って送るための試験アー
ムと、
　上記測定ビームの基準ビーム部を、基準面に遭遇する経路に沿って送るための基準アー
ムと、
　上記試験アームおよび上記基準アームに連結されたスペクトル感受性検出系と、
　上記干渉計で較正した焦点検出系とを備え、
　上記試験アームは、上記試験ビームを上記試験面上に集束させ上記試験ビームの上記試
験面からの反射部分を集めるための集束光学要素を含み、
　上記スペクトル感受性検出系は、測定ビームスペクトル帯域幅の範囲にわたり、波長の
関数としての干渉を、上記試験アームと上記基準アームとの間の符号なしの光路長差の測
定値としてモニターし、
　上記焦点検出系は、上記試験アームと上記基準アームとの間の有意にゼロより大きい光
路長差と、上記試験アームと上記基準アームとの間の有意にゼロより小さい光路長差とを
識別するためのもので、上記試験アームと上記基準アームとの上記符号のない光路長差の
測定値に関連した不明瞭性を解決するためのものであり、
　上記焦点検出系が、上記試験面から反射された光を上記集束光学要素を通って焦点検出
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器まで送る焦点検出アームを備え、
　上記焦点検出系が上記干渉計で較正され、この較正は、上記集束光学要素を通過する光
の焦点を、上記試験アームの上記光路長と上記基準アームの上記光路長が等しくなる零状
態から、所定のオフセットをもって位置づけることによって行うことを特徴とする干渉計
。
【請求項２】
　上記焦点検出系が、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差が有意にゼロよ
りも大きくなる上記試験面の位置と、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差
が有意にゼロよりも小さくなる上記試験面の位置とを識別することを特徴とする、請求項
１に記載の干渉計。
【請求項３】
上記焦点検出系が、好ましくは、ゼロに近い光路長差と、いずれかの符号の光路長差であ
って、ゼロよりも有意に大きいか又は小さい光路長差との識別も行うことを特徴とする、
請求項２に記載の干渉計。
【請求項４】
　プロセッサをさらに備え、このプロセッサは、（ａ）上記試験アームと上記基準アーム
との符号のない光路長差に関連した上記スペクトル感受性検出系からの測定値と、（ｂ）
上記試験面が、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差がゼロよりも大きくな
る位置にあるのか、小さくなる位置にあるのかを示す、上記焦点検出系からの情報を受け
取ることを特徴とする、請求項２に記載の干渉計。
【請求項５】
　上記試験面から反射し、上記集束光学要素を通って、焦点検出器に至る光は、上記測定
ビームの一部であることを特徴とする、請求項２に記載の干渉計。
【請求項６】
　上記測定ビームを生成するための第一光源と、焦点検知ビームを生成するための第二光
源とをさらに備え、この焦点検知ビームは、上記焦点検出アームによって、上記集束光学
要素を通って上記試験面へ、そして上記試験面から上記集束光学要素を通って上記焦点検
出器へ送られることを特徴とする、請求項２に記載の干渉計。
【請求項７】
　上記焦点検知ビームの表示波長が可視波長域内にあり、上記測定ビームの表示波長が不
可視波長域内にあることを特徴とする、請求項６に記載の干渉計。
【請求項８】
　上記干渉計が所定の測定範囲を有し、上記所定のオフセットが少なくとも上記干渉計の
上記所定の測定範囲の半分であることを特徴とする、請求項１に記載の干渉計。
【請求項９】
　所定のスペクトル帯域幅を有する測定ビームの試験ビーム部と基準ビーム部が通り抜け
る際の光路長の差を、結合ビームの波長の範囲にわたって干渉変動をモニターすることに
よって測定する部分コヒーレンス干渉計であって、
　上記測定ビームの上記試験ビーム部および上記基準ビーム部を、光源から送るための試
験アームおよび基準アームと、焦点検出系とを備え、
　上記試験アームは、上記試験ビームを上記試験面上に集束させ、上記試験ビームの上記
試験面からの反射部分を集めるための、集束光学要素を含み、
　上記焦点検出系は、上記試験面から反射された光を上記集束光学要素を通って焦点検出
器に送る焦点検出アームを含み、
　上記集束光学要素の焦点が上記試験アームと上記基準アームとの所定の光路長差と関連
しており、そのため上記焦点検出系が、上記基準アームの光路長に較べて有意に短い試験
アームの光路長と、有意に長い試験アームの光路長とを識別できるようになっており、
　上記焦点検出系が、上記試験面から反射された光を上記集束光学要素を通って焦点検出
器まで送る焦点検出アームを有し、
　上記集束光学要素の上記焦点が、上記試験アームと上記基準アームの上記光路長が等し
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い零状態からオフセットしていることを特徴とする干渉計。
【請求項１０】
　上記焦点検出系が上記試験アームと上記基準アームとの光路長差範囲に対応する焦点誤
差範囲を同定し、この光路長差範囲では、上記試験アームの上記光路長が上記基準アーム
の上記光路長より、有意に長いか又は有意に短いかのいずれか一方であることを特徴とす
る、請求項９に記載の干渉計。
【請求項１１】
　上記同定された上記試験アームと上記基準アームとの間の光路長差範囲が、上記試験ア
ームと上記基準アームの上記光路長が等しい零状態に近い光路長差を含まないことを特徴
とする、請求項１０に記載の干渉計。
【請求項１２】
　プロセッサをさらに備え、このプロセッサは、上記同定された焦点誤差範囲に関連した
、上記試験アームと上記基準アームの光路長差の干渉測定値を選択するように構成されて
いることを特徴とする、請求項１１に記載の干渉計。
【請求項１３】
　上記試験面から反射し上記集束光学要素を通って焦点検出器に至る光が、上記光源から
の上記試験ビームの一部であることを特徴とする、請求項９に記載の干渉計。
【請求項１４】
　上記測定ビームを生成するための上記光源は、２つある光源のうちの第一の光源であり
、第二の光源は焦点検知ビームを生成し、この焦点検知ビームは、上記焦点検出アームに
よって、上記集束光学要素を通って上記試験面へ、そして上記試験面から上記集束光学要
素を通って上記焦点検出器へ送られることを特徴とする、請求項９に記載の干渉計。
【請求項１５】
　上記焦点検知ビームの表示波長が可視波長域内にあり、上記測定ビームの表示波長が不
可視波長域内にあることを特徴とする、請求項１４に記載の干渉計。
【請求項１６】
　試験ビームと基準ビームとの間の符号なしの光路長差に基づく部分コヒーレンス干渉測
定の測定不明瞭性、を解決するための方法であって、
（ａ）所定のスペクトル帯域幅を有する測定ビームを生成する工程と、
（ｂ）上記測定ビームを試験アームに沿って伝播する試験ビームと、基準アームに沿って
伝播する基準ビームとに分離する工程と、
（ｃ）上記試験ビームを、上記試験アームに沿い集束光学要素を通って試験面に至り、上
記集束光学要素を通って上記試験面から戻るように方向づける工程と、
（ｄ）上記試験ビームと上記基準ビームとを再結合させる工程と、
（ｅ）上記再結合した試験ビームと基準ビームの波長の範囲にわたる干渉の変化を、上記
試験アームと上記基準アームの符号なしの光路長差の測定値としてモニターする工程と、
（ｆ）上記試験面から反射された光を、上記集束光学要素を通って、焦点誤差を測定する
ための焦点検出器へ送る工程と、
（ｇ）上記試験アームの光路長であって、上記基準アームの上記光路長よりも有意に短い
ものと、有意に長いものとを、上記測定された焦点誤差に基づいて識別する工程と、
　を含み、さらに上記工程（ａ）～（ｇ）の前に実行される工程として、
（ｈ）上記集束光学要素の焦点を、上記試験アームと上記基準アームの上記光路長とが等
しい零状態からオフセットされた位置に位置づける工程
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　上記識別する工程が、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差がゼロより有
意に大きくなる上記試験面の位置と、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差
がゼロより有意に小さくなる上記試験面の位置とを識別することを含むことを特徴とする
、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
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　上記識別する工程が、ゼロに近い光路長差と、ゼロより有意に大きいか有意に小さい、
いずれかの符号の上記光路長差とを識別することを含むことを特徴とする、請求項１７に
記載の方法。
【請求項１９】
　上記試験アームと上記基準アームとの光路長差範囲に対応する焦点誤差範囲を同定する
工程を含み、この光路長差範囲では、上記試験アームの上記光路長が上記基準アームの上
記光路長よりも有意に長いか又は有意に短いかのいずれか一方であることを特徴とする、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　上記同定された焦点誤差範囲に関連した、上記試験アームと上記基準アームの光路長差
のモニターされた干渉測定値を選択する工程を含むことを特徴とする、請求項１９に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は部分コヒーレンス干渉測定の分野に関し、零状態をまたぐ干渉測定に関連した
不明瞭性の解消に関する。
【背景技術】
【０００２】
　部分コヒーレンス干渉計は、波長の関数としての干渉をモニターすることによって、距
離を測定する。測定ビームは波長範囲にわたるスペクトル帯域幅を有し、一時的に試験ビ
ームと基準ビームとに分離される。試験ビームは試験アームに沿って伝播し、途中で試験
面に遭遇して、検出器に至る。基準ビームは基準アームに沿って伝播し、途中で基準面に
遭遇して、同一の検出器に至る。試験面の異なった地点における高さの変動が、試験アー
ムの光路長に、対応した変化をもたらす。
【０００３】
　検出器は試験ビームと基準ビームを結合したビームを、共通のスペクトル成分に分解し
、各サンプル波長について、干渉に関連した強度の変動を検出する。波長の関数としての
干渉は、試験ビームと基準ビームとの光路長差に関係する。試験アームと基準アームの光
路長が等しいとき、いわゆる「零状態（null condition）」が起こる。試験アームが基準
アームより長いか、あるいは基準アームが試験アームより長いかとは無関係に、最大干渉
と最小干渉の周期は、零状態の両側で増大する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このため、部分コヒーレンス干渉計は、一般的に零状態を避けるように構成されている
。しかし、零状態の近傍で用いる場合には、部分コヒーレンス干渉計はまた、試験アーム
の光路長が基準アームの光路長よりも長い場合と短い場合とを区別するように構成しなけ
ればならない。距離センサ、とくに三角測量式距離センサは、明瞭な測定値を限定的な範
囲に特定するために用いられてきた。しかし、こうした距離センサは一般的に、より広い
範囲での高解像度の測定には適しておらず、また、工具痕跡や他の人為的な荒さのある面
を含む不規則な面、すなわち、測定ビームの波長の少なくとも８分の１の山谷粗さを有す
る面により、乱され易い。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は部分コヒーレンス干渉計に関するもので、測定範囲が例えば約１ミリメートル
の、試験対象物の表面形状を測定するための干渉計を想定している。さらに長い測定範囲
、例えば測定範囲３－５ミリメートルで動作可能な焦点センサは、測定値を干渉計の零状
態と照合させており、明瞭範囲内の測定を、零状態に近づくか零状態の反対側に広がる他
の測定から区別する。低いビームシャドーイングで大きな作動距離にわたって、試験対象
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面の測定が可能である。この試験対象面は、正反射を含む拡散反射を介して、さまざまな
反射力、たとえば１００％から１％未満の反射力を持っている。
【０００６】
　ここで提案する距離センサシステムは、焦点センサを含み、部分コヒーレンス干渉計の
試験アームの一部を共用して、光を、共用の対物レンズ経由で、試験対象面に向かわせ、
試験対象物から戻るように方向付けている。好ましくは、対物レンズは、０．１程度の低
い開口数を有し、大きな作動距離に対応可能となっている。この焦点センサ系は測定ビー
ムの一部を共用可能であり、あるいは、とくに異なった範囲の波長の範囲内で動作するた
めに、独自のセンサビームを供給することも可能である。
【０００７】
　焦点センサビームの約半分をセンサレンズの焦点の位置で覆い隠すことによって、焦点
センサビームが遭遇した試験面の軸方向位置の変化が、焦点検出器に戻る光分布の、検出
可能な横方向の変位に変換される。干渉計の零状態はこれら光分布の横方向の変位によっ
て較正可能であり、これにより所定の範囲の横方向の変位が零状態の片側からオフセット
した測定範囲に対応するようになる。対物レンズを経た干渉計の焦点位置は、好ましくは
、試験アームと基準アームとの光路長差が測定範囲の約６０パーセント（例えば、０．６
０×１ｍｍ＝０．６ｍｍ）と等しくなるように設定される。そのため、測定範囲のうち零
状態にもっとも近い一端において、試験対象面は、零状態から依然として所定量（例えば
、０．１ｍｍ）だけオフセットしている。零状態からの最小オフセットを超えた、焦点位
置からの軸方向変位に対応する測定値は、測定用に採用される。一方、零状態により近い
、または零状態の反対側の軸方向変位に対応する測定値は、異符号の測定値として排除ま
たは消される。これが必要となるのは、部分コヒーレンス測定が零状態近傍では正確性に
欠けるためである。
【０００８】
　部分コヒーレンス干渉計としての発明の１つの態様は、所定のスペクトル帯域幅を有す
る測定ビームを採用している。試験アームが、上記測定ビームの試験ビーム部を、試験面
に遭遇する経路に沿って送り、基準アームが、上記測定ビームの基準ビーム部を、基準面
に遭遇する経路に沿って送る。上記試験アームは、上記試験ビームを上記試験面上に集束
させ、上記試験ビームの上記試験面からの反射部分を集めるための、集束光学要素を含む
。上記試験アームおよび上記基準アームに連結されたスペクトル感受性検出系が、測定ビ
ーム帯域幅の範囲にわたり、波長の関数としての干渉を、上記試験アームと上記基準アー
ムとの間の符号なしの光路長差の測定値としてモニターする。上記干渉計で較正した焦点
検出系が、上記試験アームと上記基準アームとの間のゼロより大きい光路長差と、ゼロよ
り小さい光路長差とを識別し、上記試験アームと上記基準アームとの上記符号のない光路
長差の測定値に関連した不明瞭性を解決する。
【０００９】
　この焦点検出系は、好ましくは、上記試験面から反射された光を上記集束光学要素を通
って焦点検出器まで送る焦点検出アームを備えている。さらに、この焦点検出系は、好ま
しくは、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差がゼロよりも大きくなる上記
試験面の位置と、上記試験アームと上記基準アームとの上記光路長差がゼロよりも小さく
なる上記試験面の位置とを識別する。また、この焦点検出系は、好ましくは、ゼロに近い
光路長差と、いずれかの符号の光路長差であって、ゼロよりも有意に大きいか又は小さい
光路長差との識別も行う。
【００１０】
　プロセッサは好ましくは、（ａ）上記試験アームと上記基準アームとの符号のない光路
長差に関連した上記スペクトル感受性検出系からの測定値と、（ｂ）上記試験面が、上記
試験アームと上記基準アームとの上記光路長差がゼロよりも大きくなる位置にあるのか、
小さくなる位置にあるのかを示す、上記焦点検出系からの情報を受け取る。上記試験面か
ら反射し、上記集束光学要素を通って、焦点検出器に至る光は、上記測定ビームの一部と
することができる。あるいは、上記干渉計は、上記測定ビームを生成するための第一光源
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と、焦点検知ビームを生成するための第二光源とをさらに備え、この焦点検知ビームは、
上記焦点検出アームによって、上記集束光学要素を通って上記試験面へ、そして上記試験
面から上記集束光学要素を通って上記焦点検出器へ送られる。好ましくは、上記焦点検知
ビームまたは上記測定ビームのうち少なくとも１つの表示波長が可視波長域内にあり、試
験面に可視スポットが呈示されるようになっている。
【００１１】
　焦点検出系を上記干渉計で較正することが出来、この較正は、上記集束光学要素を通過
する光の焦点を、上記試験アームの上記光路長と上記基準アームの上記光路長が等しくな
る零状態から、所定のオフセットをもって位置づけることによって行われる。好ましくは
、上記所定のオフセットが上記干渉計の所定の測定範囲の少なくとも半分である。
【００１２】
　本発明の別の態様は、試験ビームと基準ビームとの間の符号なしの光路長差に基づく部
分コヒーレンス干渉測定の測定不明瞭性を解決するための方法である。所定のスペクトル
帯域幅を有する測定ビームを、試験アームに沿って伝播する試験ビームと、基準アームに
沿って伝播する基準ビームとに分離する。上記試験ビームを、上記試験アームに沿い集束
光学要素を通って試験面に至り、上記集束光学要素を通って上記試験面から戻るように方
向づける。上記試験ビームと上記基準ビームとを再結合させ、上記再結合ビームの波長の
範囲にわたる干渉を、上記試験アームと上記基準アームの符号なしの光路長差の測定値と
してモニターする。上記試験面から反射された光を、上記集束光学要素を通って、焦点誤
差を測定するための焦点検出器へ送る。上記測定された焦点誤差が、上記試験アームの上
記光路長と上記基準アームの上記光路長において、一方が他方よりも有意に短いことまた
は、有意に長いことを識別する。
【００１３】
　集束光学要素の焦点は、好ましくは、上記試験アームと上記基準アームの上記光路長と
が等しい零状態からオフセットされた位置に位置づけられる。上記試験アームと上記基準
アームとの上記光路長差がゼロより有意に大きくなる上記試験面の位置と、上記試験アー
ムと上記基準アームとの上記光路長差がゼロより有意に小さくなる上記試験面の位置とを
識別する。その際、好ましくは、ゼロに近い光路長差と、ゼロより有意に大きいか有意に
小さい、いずれかの符号の上記光路長差とを識別する。
【００１４】
焦点誤差範囲は、好ましくは、上記試験アームと上記基準アームとの光路長差範囲に相関
し、この光路長差範囲では、上記試験アームの上記光路長が上記基準アームの上記光路長
よりも有意に長いか又は有意に短いかのいずれか一方である。上記試験アームと上記基準
アームの光路長差のモニターされた干渉測定値を、上記同定された焦点誤差範囲との関連
に基づいて選択する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】別の光源を付けた焦点検出系を含む、部分コヒーレンス干渉計の図である。
【図２Ａ】干渉計の零状態と焦点誤差範囲の第一の関係を示すグラフである。
【図２Ｂ】干渉計の零状態と焦点誤差範囲の第二の関係を示すグラフである。
【図３】光源を共用する焦点検出系を含む、部分コヒーレンス干渉計の図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００１６】
　図１に示すように、部分コヒーレンス干渉計１０は測定ビーム１４を生成するための光
源１２を含む。この測定ビームは所定のスペクトル帯域幅、好ましくは可視スペクトル内
または赤外スペクトル内の帯域幅を有している。光源１２は超放射発光ダイオードのよう
な広帯域光源であり、表示波長が約８００ナノメートルであれば、出力が約１０ミリワッ
ト、スペクトル帯域幅が約４０ナノメートル、通常、１０ナノメートルから１５０ナノメ
ートルの範囲内にあるものが好ましい。このような光源１２は、時間的コヒーレンスの低
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い光源と呼ぶことも出来る。平行化レンズ１６は、広がった測定ビーム１４を平行化し干
渉計１０を通って伝播できるようにする。
【００１７】
　５０／５０ビームスプリッタ２２は、測定ビーム１４を試験ビーム２６と基準ビーム２
８に分離する。試験ビーム２６は５０／５０ビームスプリッタ２２を透過し、干渉計１０
の試験アーム３２に沿って伝播する。基準ビーム２８は５０／５０ビームスプリッタ２２
で反射して、干渉計１０の基準アーム３４に沿って伝播する。
【００１８】
　試験ビーム２６は第一の波長感受性（wavelength-sensitive）のダイクロイックビーム
スプリッタ２４を通り、第二の波長感受性ダイクロイックビームスプリッタ３６で反射し
、対物レンズ３８を通る。この対物レンズ３８は、試験ビーム２６を、試験対象面４０上
、または少なくともその近傍にある焦点４２に向かって収束させる。同対物レンズ３８は
、試験対象面４０からの正反射、拡散反射または正反射と拡散反射の何らかの組み合わせ
によって反射された光を集め、戻り経路上にある試験ビーム２６を、２つのダイクロイッ
クビームスプリッタ３６、２４を経て５０／５０ビームスプリッタ２２に戻すように方向
付ける。好ましくは、対物レンズ３８は約０．１の開口数を有し、その結果、作動距離は
例えば約７０ミリメートルであり、推奨測定範囲は約１．０ミリメートルである。
【００１９】
　戻りの試験ビーム２６と基準ビーム２８の一部は、５０／５０ビームスプリッタ２２で
再結合され、集束光学要素５２を通って一緒に伝播し、スペクトル感受性（spectrally s
ensitive）の検出系５４に向かう。すなわち、５０／５０ビームスプリッタ２２は戻りの
試験ビーム２６の一部を反射し、戻りの基準ビーム２８の一部を通過させ、集束光学要素
５２を通して共通の方向に向かわせる。スペクトル感受性検出系５４は、好ましくは、回
析格子５６とリニアＣＣＤ（電荷結合素子）センサアレイ５８とを組み合わせた分光計で
ある。回折格子５６は、測定ビーム（すなわち、試験ビーム２６と基準ビーム２８を再結
合したもの）を異なった波長で角度分離するものである。リニアＣＣＤセンサアレイ５８
は、空間的に分離された波長のそれぞれの干渉強度を測定するものである。
【００２０】
　零状態をまたぐ、または零状態に近い光路長差に関連した測定の不明瞭性を避けるため
に、フォーカシング系６０が、第一ダイクロイックビームスプリッタ２４を介して干渉計
１０に連結されている。別の光源６２、好ましくは可視スペクトル内（例えば、波長６５
０ナノメートル）で動作するレーザーダイオードのような光源が、焦点検知ビーム６４を
生成する。この焦点検知ビーム６４は平行化レンズ６６によって広がった形で平行化され
、平行ビームとしてフォーカシング系６０の残りの部分と干渉計１０を通って伝播する。
ビームスプリッタ６８は、平行化された焦点検知ビーム６４を反射して、ダイクロイック
ビームスプリッタ２４への経路に沿わせる。このビームスプリッタ６８は一部反射性また
は偏光感受性(polarization-sensitive)のビームスプリッタとして構成可能である。ダイ
クロイックビームスプリッタ２４の波長感受性により、焦点検知ビーム６４は試験ビーム
２６と共通の経路に沿って反射され、対物レンズ３８を通って試験対象面４０に至り、試
験対象面で反射される。
【００２１】
　試験対象面４０で反射された焦点検知ビーム６４の一部は、ダイクロイックビームスプ
リッタ２４を介してビームスプリッタ６８に戻り、さらに焦点検出用光学要素７２を通っ
て、焦点検出器７４まで伝播する。偏光ビームスプリッタとして構成されたビームスプリ
ッタ６８と共に４分の１波長板７６を用いて、焦点検知ビーム６４の偏光を回転させ、戻
りの焦点検知ビーム６４をより効率良く焦点検出器７４に向かわせることができる。ある
いは、ビームスプリッタ６８として、光効率は劣るが、より廉価な５０／５０ビームスプ
リッタを用いてもよく、その場合、４分の１波長板は不要である。
【００２２】
　焦点検知ビーム６４の横断面の実質的に半分を遮断する上述のオフセットストップ６５
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を設置する前は、焦点検出用光学要素７２は、好ましくは、焦点検出器７４上に対物レン
ズ３８の焦点４２の共役像７８を結ぶ。対物レンズ３８の光軸８０上における試験対象面
４０の軸方向位置の変化に伴って、焦点検出器７４の像平面内の２つの光検出器間での光
の分配が変化する。
【００２３】
　図２Ａおよび図２Ｂは、光軸に沿う試験対象面４０の位置がとりうる範囲にわたって、
焦点誤差の範囲を、下記に示す光検出器の出力の差と和の関係としてプロットしたもので
ある。
        焦点誤差＝（Ａ－Ｂ）／（Ａ＋Ｂ）
ここで、”Ａ“と”Ｂ“は、それぞれ、焦点検出器７４の像平面における２つの光検出器
の出力である。
【００２４】
　図２Ａおよび図２Ｂのいずれにおいても、試験ビームおよび焦点検知ビームの焦点４２
は、意図された測定域８２の中間に位置し、干渉計１０の零状態８４は、意図された測定
域８２の一端をわずかに超えた位置にある。たとえば、基準アーム３４の光路長は、試験
アーム３２の光路長よりも、意図された測定域８２の長さの約６０％だけ、長くまたは短
くなるように構成することができる。意図された測定域８２が焦点４２を中心にしている
ため、零状態８４は、意図された測定域８２の長さの約１０パーセントに等しいオフセッ
トの分だけ、意図された測定域８２の外側に位置する。したがって、測定範囲が１．０ミ
リメートルにわたる場合、焦点４２は零状態８４から０．６ミリメートル変位し、零状態
８４は上記測定域８２から０．１ミリメートルだけ外れていることになる。
【００２５】
　図２Ａにおいて、上記測定域の一端は、ＡとＢが等しくなる交点８６に位置しており、
これは検出器７４の位置のオフセットによって達成される。それによって、意図された測
定域８２に関連した焦点誤差が、ゼロから所定の負の値の間の値をとるようになっている
。零状態８４および焦点誤差が正になる範囲内の試験対象面４０の他の位置は、意図され
た測定域８２から除外される。図２Ｂにおいては、焦点４２は、ＡとＢが等しくなる焦点
誤差の交点８６に位置する。測定域８２の境界は、焦点誤差信号の絶対値によって定めら
れる。
【００２６】
　非点収差法による焦点センサ（astigmatic focus sensor）もこれらの目的に適してい
るが、それについては、ノイエス出版社刊、「磁気光学データ記録ハンドブック（1997）
」（”Handbook of Magneto-Optical Data Recording”, Noyes Publications）P.100-10
2で議論されている。この非点収差法による焦点検出器には、出力信号Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを
伴う４分割検出器が用いられている。この検出器からの標準化した焦点誤差信号は以下の
ように表される：
        焦点誤差＝{（Ａ+Ｃ）－（Ｂ+Ｄ）}／（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）
ここで、”Ａ”、“Ｂ”、“Ｃ”、“Ｄ”は、焦点検出器の像平面の４つの分割面それぞ
れからの光検出器信号である。図２Ａおよび２Ｂに示す焦点誤差曲線と同様の焦点誤差曲
線を得ることができる。
【００２７】
　プロセッサ８８は、スペクトル感受性検出系５４と焦点検出器７４の両方から情報を受
け取る。スペクトル感受性検出系５４から、プロセッサは、再結合された試験ビーム２６
と基準ビーム２８の強度の変動に関連した情報を、波長範囲にわたって受け取り、試験対
象面４０での焦点４２の軸方向位置と関連した試験アーム３２と基準アーム３４との光路
長差の計算に供する。
【００２８】
　上記焦点検出器から、プロセッサ８８は焦点誤差に関する情報を受け取る。この焦点誤
差は、焦点４２に対して試験対象面４０が軸方向に変位した位置に対応するものである。
焦点誤差の範囲は、意図された測定域８２に関連している。たとえば、焦点誤差の極性ま
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たは大きさ、あるいは極性と大きさの両方の組み合わせを用いて、意図された測定域８２
を識別することができる。意図された測定域８２内の焦点誤差に関連した光路長の測定値
は保持され（つまり、有効なデータとして選択され）、意図された測定域８２外の焦点誤
差に関連した光路長の測定値は、好ましくは、捨てられる。これにより、光路長差の明瞭
な測定値のみが保持される。
【００２９】
　図示しないが、試験対象面４０は、好ましくは座標測定ステージに支持される。このス
テージは、試験対象面４０を焦点４２に対して相対的に移動または回転させ、基準位置の
範囲に対する試験対象面４０の他の地点が測定できるようになっている。たとえば、座標
測定ステージは２つの座標軸（たとえばＸとＹの座標軸）上の位置変化に関する空間情報
を提供することができ、干渉計１０は、光軸８０と一直線をなす第３の座標軸（たとえば
Ｚ座標軸）上の位置変化に関する情報を提供することができる。一般的に、干渉計は試験
対象面４０の高さの変動に関する情報を収集する。好ましくは、１秒間に数１００から約
１０００回の割合で個々の測定を行い、試験対象面４０の全部または所定の部分を測定点
の列として定める。
【００３０】
　ビデオ撮像系９０は上記ダイクロイックビームスプリッタ３６を介して連結され、試験
対象面４０のセットアップ中および測定中に試験対象面４０を撮像する。光学ズームレン
ズ９２は試験対象面４０のサイズ調節可能な像をビデオＣＣＤ検出器９４（detector arr
ay）に中継する。フォーカシング系６０は、好ましくは可視スペクトル内で動作し、この
フォーカシング系を用いて、試験対象面４０上に可視標的スポットを生成し、試験対象面
４０の目に見える特徴や境界に関して、試験対象面４０上の測定可能な点を照合できるよ
うにする。
【００３１】
　別の部分コヒーレンス干渉計１００を図３に示す。図１に示す部分コヒーレンス干渉計
１０に対応する特徴部には同一の参照番号を付す。しかし、上記干渉計１０とは対照的に
、共通光源１０２が干渉計１００とこれに関係するフォーカシング系１１０の両方に光学
的パワーを供給する。この光源１０２は、好ましくは、可視スペクトル（たとえば、波長
約６８０ナノメートル）内で動作するスーパールミネッセントダイオードである。可視ス
ペクトル内で動作することによって、測定スポットが試験対象面４０上の焦点４２に現わ
れるので、セットアップしたり、測定点を試験対象面４０上の目に見える特徴または境界
と照合することができる。
【００３２】
　スーパールミネッセントダイオードは部分偏光されているため、フォーカシング系１１
０は、偏光ビームスプリッタ１０４を介して干渉計１００に連結することができる。４分
の１波長板１０６が偏光ビームスプリッタ１０４に接続されて用いられており、戻りの測
定ビーム１４がフォーカシング系１１０のフォーカシングアーム１１２に沿って、焦点検
知ビーム６４として反射される。偏光ビームスプリッタ１０４は、効率を向上させるとと
もに、光源１０２へのフィードバックを減少させる。共通光源１０２を共用してはいるが
、干渉計１００とフォーカシング系１１０はともに、前の実施例における干渉計およびフ
ォーカシング系と同様の動作をする。
【００３３】
　また、偏光ビームスプリッタ１０４の代わりに、一部反射性、一部透過性のビームスプ
リッタを用いることができる。この別のビームスプリッタでは、好ましくは、最初の測定
ビーム１４のパワーをより多く保存するために透過を重視する。一方、焦点検出器７４に
集められる焦点検知ビーム６４のパワーが一部犠牲にされる。
【００３４】
　図１と図３の実施例は、平行化された試験ビーム２６および／または焦点検知ビーム６
４、１４が、共用の対物レンズ３８に入る様子を示している。共用の対物レンズ３８を有
限共役ビデオ結像系（つまり、無限遠補正されておらず、したがって、ダイクロイックビ
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ームスプリッタ３６への発散ビームの入射を必要とする）の一部とするならば、光学設計
分野の当業者は、偏光ビームスプリッタ２４（図１）とダイクロイックビームスプリッタ
３６との間、５０／５０ビームスプリッタ２２（図３）とダイクロイックビームスプリッ
タ３６との間、またはその他の場所に、２つの光学系を結びつけるために、適切なレンズ
要素を付加することができるであろう。
【００３５】
　測定ビームと焦点検知ビームの少なくとも一方が可視スペクトル内にあるため測定スポ
ットが試験面に現れるが、その主たる機能を果たすためには、これらビームのいずれかま
たは両方を、赤外領域のような不可視域内で用いてもよい。部分コヒーレンス干渉計１０
はフォーカシング系６０とともに収容し、スタンドアローン型のセンサとしてもよく、こ
れらの部品を別々に収容、またはモジュール化してもよい。図１および図３の部分コヒー
レンス干渉計はマイケルソン干渉計として構成されているが、干渉計は他の既知の干渉計
の形態をとってもよい。
【００３６】
　以上の実施例は、本発明がいかに実施され得るのかを示す例として紹介したに過ぎない
。当業者には、本発明に従って、修正、置換その他の変更を行い、さまざまな異なる用途
に対応可能であることが理解されるであろう。

【図１】

【図３】



(11) JP 4568372 B2 2010.10.27

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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